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１ 一般事項 
別紙－１「一般事項」のとおり。 

 

 ２ 入札の保証について 

別紙－２「入札の保証について」のとおり。 

 

３ 契約の保証について 

別紙－３「契約の保証について」のとおり。 

 

４ 特定建設資材廃棄物の分別解体等及び再資源化等 

（１） 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成 12 年５月 31 日法律第

104 号、以下「建設リサイクル法」という。）に基づき、特定建設資材廃棄物の分別解体等及

び再資源化等の実施が義務付けられた工事であるため、工事の落札者は、建設リサイクル法第

12 条に基づく説明書（農林水産省農村振興局制定「土木工事共通仕様書」（以下「共通仕様書」

という。）工事関係書類様式（様式 12－１及び様式 12－１別表１～３のうち該当様式））を

落札決定後直ちに発注者に提出し、その内容の説明を行わなければならない。 

 

（２） また、建設リサイクル法第 13条に基づき、請負契約の当事者が、①分別解体等の方法、②

解体に要する費用、③再資源化等をする施設の名称及び所在地、④再資源化等に要する費用を

工事請負契約書に記載し、署名又は記名押印して相互に交付しなければならないため、共通仕

様書工事関係書類様式（様式 13－１及び 13－２－①～③のうち該当様式）を（１）の説明書

と同時に提出し、その内容の説明を行わなければならない。 

 

（３） なお、工事請負契約書に記載する内容は、契約締結時に発注者と受注者の間で確認されるも

のであるため、発注者の示す施工方法と別の方法が記載された場合でも変更とはしないものと

する。ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものでない場合は、発注者と協議

するものとする。 

 

５ 「工事書類の簡素化」について 

農林水産省農村振興局が所管する直轄土地改良事業等の請負工事における受注者の業務及び発

注者の監督・検査の合理化を目的に「提出書類の見直し」、「様式の統一」などを行い、工事書類

の簡素化を図ってきたところ。さらに工事関係書類の省力化の方法や削減可能な工事書類の紹介、

資料作成者の役割分担を明確化し、受発注者双方の働き方改革の推進を図ることを目的に「工事書

類省力化の手引」を策定し、農林水産省ホームページ（URL「http://www.maff.go.jp/j/nousin/se

ko/kyotu_siyosyo/」）に掲載しているので確認されたい。 



 

 

６ 被災地域における被災農林漁家等の就労機会の確保について 

（１） 受注者は、工事の施工に当たっては、効率的な施工に配意しつつ、地震又は台風等被災地域

における被災農林漁家等の就労希望者を優先的に雇用するよう努めるものとする。なお、被災

農林漁家等の雇用においては、賃金等の支払いが適正かつ遅滞なく行われるよう配慮すること。 

（２） 被災地域における被災農林漁家等の雇用実績等を把握するために、以下の内容で調査を行う

ので、受注者は協力すること。 

ア 工事着手時点における雇用見込人数 

イ 月毎の雇用実績人数 

 

７ 工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知について 
落札者（随意契約の場合にあっては、契約の相手方）は、建設業法（昭和 24 年法律第 100 号） 

第 20条の２第２項の規定に基づき、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれ 
があると認めるときは、落札決定（随意契約の場合にあっては、契約の相手方の決定）から請負契 
約を締結するまでに、契約担当官等に対して、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と 
併せて別添様式により通知するものとする。 

 

８ 積算工種区分等について 

本工事の予定価格積算における工種区分等については、「土地改良事業等請負工事積算基準」（農 

林水産省農村振興局制定）に基づき、次のとおりとしている。 

１）工種区分：水路工事 

２）契約保証費：計上する 

３）施工地域区分：補正なし 

４）電力区分：低圧・業者持・１年未満 

５）冬期補正（歩掛）：なし 

６）冬期補正（現場管理費）：0.67％ 

７）豪雪補正：10％ 

８）亜熱帯補正：なし 

９）週休２日補正：補正なし 

10）熱中症対策補正（現場管理費）：0.00 

11）現場環境改善費の計上：する 

12）３次元出来形管理補正（現場管理費）：補正なし 

13）３次元出来形管理補正（共通仮設費）：補正なし 

14）単価期：令和８年４月期単価 

 

９ 積算上の工期について 

  本工事の積算上の工期は、令和８年７月21日～令和９年３月10日（233日間）としている。 

 

 

 



 

 

10 設計材料単価について 

 本工事で用いる資材等のうち、東北農政局ホームページで公表されている資材及び定期発行物に

記載されている資材以外の資材であって、見積徴集した資材、随時調査した資材の単価については、

確認通知の際に入札説明書等ダウンロードシステムで配布することとしている。 

 

11 土工 

（１）土砂仮置場への運搬距離は、次のとおり考えている。 

施工現場 土砂仮置場 積算距離 
（参考） 

片道運搬距離 

工事用道路、工事用

進入路、車廻し 
前田屋敷土砂仮置場 1.0km以下 0.9km 

 

（２）処理費用については、土砂仮置場までの運搬費及び整地費を計上している。 

 

12 構造物取壊工 

建設資材廃棄物処理施設までの片道運搬距離は、次表のとおり考えている。 

建設資材廃棄物 処理施設名 積算距離 
（参考１） 

片道運搬距離 

（参考２） 

単位体積重量 

無筋コンクリート殻 
(株)寺崎 

8.0km以下 7.7km 2.35 t/m3 

有筋コンクリート殻 8.0km以下 7.7km 2.50 t/m3 

アスファルトコンクリート殻 
福田道路(株) 

リテック青森 
6.0km以下 6.0km 2.35 t/m3 

プラスチック廃材 

(土木シート) 

(株)丸勝小野商

事 
3.3km以下 2.0km 0.033t/m3 

プラスチック廃材 

(土木シート以外) 
(株)新岡組 28.4km以下 24.6km 0.019t/m3 

 

13 建設発生土受入地について 

建設発生土受入地までの片道運搬距離は、下表のとおり算定している。 

なお、土砂受入に係る費用は無償であることから、残土処分費は計上していない。 

建設資材廃棄物 発生土受入先 積算距離 片道運搬距離 

建設発生土 前田屋敷建設発生土受入地 1.5km以下 1.1km 

 

14 大型フリューム据付について 

 大型フリューム据付（リフト台車）については、以下のとおり計上している。 

区分 測点 延長（ｍ） 備考 

リフト台車 DNo.63+87.224～DNo.64+01.259 14.035ｍ 
大型フリューム 

２ｍ/個×７個 



 

 

 

 15 開渠工及び暗渠工 

   大型フリューム及びボックスカルバートの割付については、別図（参考図）のとおり考えている。 

 

16 仮設工 

（１） 水替工 

排水ポンプの運転日数は次表のとおり考えている。 

排水量 排水区分 運転日数 箇所数 備考 

0～40m3/h 未満/箇所 作業時排水 57 日 ２ DNo.57+50.000 から

DNo.59+83.750 まで 

0～40m3/h 未満/箇所 作業時排水 40 日 １ DNo.59+83.750 から 

DNo.60+56.550 まで 

0～40m3/h 未満/箇所 作業時排水 52 日 ３ DNo.60+56.550 から 

DNo.64+ 9.279 まで 

 

（２） 敷鉄板 

敷鉄板の供用日数は次表のとおり考えている。 

工種 供用日数 備考 

工事用道路、工事用進

入路、車廻し 

135 日 DNo.57+43.434 から DNo.59+80.750 まで 

100 日 DNo.59+86.428 から DNo.60+58.895 まで 

170 日 DNo.60+38.982 から DNo.64+20.169 まで 

前田屋敷土砂仮置場 180 日  

 

17 工事用地等について 

借地に係る安定シート（透水性）は全損とし、規格は次表のとおり考えている。 

名称 材質 引張強度 

安定シート ポリプロピレン(P.P)系織布 980N/5cm 

 

18 仮設材輸送について 

調達地からの運搬距離及び輸送量は次表のとおり考えている。 

資材名 調達地 積算距離 
（参考） 

片道運搬距離 
仮設材輸送量 

冬期割増の 

有無 

敷鉄板 青森県青森市 40kmまで 35.2km 890ton 
搬入時 無 

搬出時 有 

 

19 施工歩掛 

  令和８年度土地改良工事積算基準（農林水産省農村振興局制定）に記載のない歩掛については、

以下の通り考えている。 



 

（１）硬質ポリ塩化ビニル管 VUφ250（既設・撤去） 

                                     １ｍあたり 

名称 規格寸法等 単位 数量 備考 
労務費 土木一般世話役  人 0.04  

特殊作業員  人 0.08  

普通作業員  人 0.12  

 

（２）鋼製掛樋（撤去） 

  １箇所あたり    
名称 規格寸法等 単位 数量 備考 

労務費 普通作業員  人 1.0  

機械経費 バックホウ ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･

排対型(～2014), ﾊﾞｹ
ｯﾄ容量 0.8m3,2.9ton

吊 

日 0.5  

 

（３）鋼製掛樋（設置） 

  １箇所あたり    
名称 規格寸法等 単位 数量 備考 

労務費 普通作業員  人 2.0  

機械経費 バックホウ ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･

排対型(～2014), ﾊﾞｹ
ｯﾄ容量 0.8m3,2.9ton

吊 

日 1.0  

 

（４）コンクリート二次製品の目地施工管理費 

コンクリート二次製品に係る目地施工管理費については次表のとおり計上している。 

   大型フリューム水路                        100ｍあたり 

名  称 規格寸法等 単位 数量 備考 

設計技師C  人 0.09  

設計技術員  人 0.11  
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別紙－２ 

 

入札の保証について 

 

入札参加者は、以下の①から⑤までのいずれかの書類を提出しなければならない。 

① 入札保証金に係る保管金領収証書及び保管金提出書 

イ 保管金領収証書は、「日本銀行仙台支店」に見積金額の100分の５の金額以上に相当す

る金額の金銭を払い込んで、交付を受けること。 

ロ 保管金領収証書の宛名の欄には、「東北農政局歳入歳出外現金出納官吏 総務部会計課

課長補佐（主計） 佐藤 淳一」と記載するように申し込むこと。 

ハ 落札者が契約を結ばないときは、保管金は、会計法（昭和22年法律第35号）第29条

の７の規定により国庫に帰属する。 

ニ 入札参加者は、入札執行後、保管金の払渡しを求める旨の保管金払渡請求書を提出する

こと。なお、落札者は、工事請負契約書案の提出とともに提出すること。 

ホ 見積金額の増額により入札保証金の金額を増額する場合の取扱いについては、契約担

当官等の指示に従うこと。 

② 入札保証金に代わる担保としての国債に係る政府保管有価証券払込済通知書及び政府保

管有価証券提出書 

イ 政府保管有価証券払込済通知書は、「日本銀行仙台支店」に見積金額の100分の５の金

額以上に相当する金額の国債を払い込んで、交付を受けること。 

ロ 政府保管有価証券払込済通知書の宛名の欄には、「政府保管有価証券取扱主任官 東北

農政局総務部会計課課長補佐（主計） 佐藤 淳一」と記載するように申し込むこと。 

ハ 落札者が契約を結ばないときは、保管有価証券は、会計法第29条の７の規定により国

庫に帰属する。 

ニ 入札参加者は、入札執行後、政府保管有価証券払渡請求書を提出すること。なお、落札

者は、工事請負契約書案とともに提出すること。 

ホ 見積金額の増額により国債の総額を増額する場合の取扱いについては、契約担当官等

の指示に従うこと。 

③ 落札者が契約を結ばないことによる損害金の支払を保証する銀行等の保証に係る保証書 

イ 債務不履行により生ずる損害金の支払の保証ができる者は、銀行等とする。 

ロ 保証書の宛名の欄には、「支出負担行為担当官 東北農政局長 永井 春信」と記載され

るように申し込むこと。 

ハ 保証債務の内容は、落札者が契約を結ばないことによる損害金の支払いとすること。 

ニ 保証書上の保証に係る工事の工事名の欄には、入札公告に記載される工事名が記載さ

れるように申し込むこと。 

ホ 保証金額は、見積金額の100分の５の金額以上とすること。 

ヘ 保証期間は、書類の提出日から入札執行の日から７日を経過した日以降の日であって、

契約担当官等が指定する日までを含むものとすること。 

ト 保証債務履行の請求の有効期間は、保証期間経過後６カ月間以上確保されるものとす

ること。 



チ 落札者が契約を結ばないときは、銀行等から支払われた保証金は、会計法第２９条の７

の規定により国庫に帰属する。 

リ 入札参加者は、落札者決定後、契約担当官等から保証書の返還を受け、銀行等に返還す

るものとする。ただし、落札者については、工事請負契約書案提出後、契約担当官等か

ら保証書の返還を受け、銀行等に返還するものとする。 

ヌ 保証期間の不足により保証期間を変更する場合の取扱いについては、契約担当官等の

指示に従うこと。 

ル 見積金額の増額により保証金額を増額する場合の取扱いについては、契約担当官等の

指示に従うこと。 

④ 落札者が契約を結ばないことにより生ずる損害をてん補する保険会社との入札保証保険

契約に係る証券 

イ 入札保証保険とは、落札者が契約を結ばない場合に、保険会社が保険金を支払うことを

約する保険である。 

ロ 入札保証保険は、定額てん補方式を申し込むこと。 

ハ 保険証券の宛名の欄には、「支出負担行為担当官 東北農政局長 永井 春信」と記載さ

れるように申し込むこと。 

ニ 証券上の契約の内容としての工事名の欄には、入札公告に記載される工事名が記載さ

れるように申し込むこと。 

ホ 保険金額は、見積金額の100分の５の金額以上とすること。 

へ 保険期間は、書類の提出日から入札執行の日から７日を経過した日以降の日であって、

契約担当官等が指定する日までを含むものとすること。 

ト 落札者が契約を結ばないときは、保険会社から支払われた保険金は、会計法第29条の

７の規定により国庫に帰属する。 

チ 見積金額の増額により保険金額を増額する場合の取扱いについては、契約担当官等の

指示に従うこと。 

⑤ 契約保証を予約する金融機関等の契約保証予約証書 

イ 銀行等又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和27年法律第

184号）第２条第４項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。）（以下「金融機関等」

という。）による契約保証の予約を受け、契約保証予約証書を提出した場合は、予算決算

及び会計令第 77 条第２号に規定する場合に該当するものとして、入札保証金の全部を

納めさせないこととする。 

ロ 契約保証予約証書の宛名の欄には、「支出負担行為担当官 東北農政局長 永井 春信」

と記載されるように申し込むこと。 

ハ 契約保証の予約の内容は、金融機関等と入札参加者である予約契約者との間で、予約に

係る工事について契約保証の予約を行ったことであること。 

ニ 契約保証予約証書上の契約保証の予約に係る工事の工事名の欄には、入札公告に記載

される工事名が記載されるように申し込むこと。 

ホ 予約する契約保証が停止条件付契約保証でないこと。 

へ 予約契約者が予約完結権を行使するに当たって、いかなる留保も付されていないこと。 



別紙－２ 

契約の保証について 

（１）落札者は、工事請負契約書案の提出とともに、以下アからオのいずれかの書類を提出しなけ

ればならない。 

ア 契約保証金に係る保管金領収証書及び保管金提出書 

（ア）保管金領収証書は、「日本銀行仙台支店」に契約保証金の金額に相当する金額の金銭を

払い込んで、交付を受けること。 

（イ）保管金領収証書の宛名の欄には、「東北農政局歳入歳出外現金出納官吏 総務部会計課

課長補佐（主計） 佐藤 淳一」と記載するように申し込むこと。 

（ウ）請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱については、契約担

当官等の指示に従うこと。 

（エ）受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、契約保証金は、会計法第

２９条の１０の規定により国庫に帰属する。なお、違約金の金額が契約保証金の金額を

超過している場合は、別途、超過分を徴収する。 

（オ）受注者は、工事完成後、請負代金額の支払請求書の提出とともに保管金の払渡を求め

る旨の保管金払渡請求書を提出すること。 

イ 契約保証金に代わる担保としての有価証券（利付国債に限る。）に係る政府保管有価証券

払込済通知書及び政府保管有価証券提出書 

（ア）政府保管有価証券払込済通知書は、「日本銀行仙台支店」に契約保証金の金額に相当す

る金額の利付国債を払い込んで、交付を受けること。 

（イ）政府保管有価証券払込済通知書の宛名の欄には、「政府保管有価証券取扱主任官 東北

農政局総務部会計課課長補佐（主計） 佐藤 淳一」と記載するように申し込むこと。 

（ウ）請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱については、契約担

当官等の指示に従うこと。 

（エ）受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されれば、保管有価証券は、会計法第２

９条の１０の規定により国庫に帰属する。なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超

過している場合は、別途、超過分を徴収する。 

（オ）受注者は、工事完成後、請負代金額の支払請求書の提出とともに政府保管有価証券払

渡請求書を提出すること。 

ウ 債務不履行時による損害金の支払いを保証する金融機関等の保証に係る保証書 

（ア）契約保証金の支払の保証ができる者は、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに

関する法律（昭和２９年法律第１９５号）に規定する金融機関である銀行、信託会社、

保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、商

工組合中央金庫、信用協同組合、農業協同組合、水産業協同組合又はその他の貯金の受

入れを行う組合（以下「銀行等」という。）又は、公共工事の前払金保証事業に関する法


テキストボックス
別紙－３




律（昭和２７年法律第１８４号）第２条第４項に規定する保証事業会社（以下「金融機

関等」と総称する。）とする。 

（イ）保証書の宛名の欄には、「支出負担行為担当官東北農政局長 永井 春信」と記載する

ように申し込むこと。 

（ウ）保証債務の内容は工事請負契約書に基づく債務の不履行による損害金の支払いである

こと。 

（エ）保証書上の保証に係る工事の工事名の欄には、工事請負契約書に、記載される工事名

が記載されるように申し込むこと。 

（オ）保証金額は、契約保証金の金額以上であること。 

（カ）保証期間は、工期を含むものとすること。 

（キ）保証債務履行の請求の有効期間は、保証期間経過後６ケ月以上確保されるものとする。 

（ク）請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合又は工期を変更する場合等

の取扱については契約担当官等の指示に従うこと。 

（ケ）受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されれば、金融機関等から支払われた保

証金は、会計法第２９条の１０の規定により国庫に帰属する。なお、違約金の金額が保

証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。 

（コ）受注者は、銀行等が保証した場合にあっては、工事完成後、契約担当官等から保証書

（変更契約書がある場合は、変更契約書を含む。）の返還を受け、銀行等に返還するもの

とする。 

エ 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証に係る証券 

（ア）公共工事履行保証証券とは、保険会社が保証金額を限度として債務の履行を保証する

保証である。 

（イ）公共工事履行保証証券の宛名の欄には、「支出負担行為担当官東北農政局長 永井　春

信」と記載するように申し込むこと。 

（ウ）証券上の主契約の内容としての工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名

が記載されるように申し込むこと。 

（エ）保証金額は、請負代金額の１０分の１の金額以上とする。 

（オ）保証期間は、工期を含むものとする。 

（カ）請負代金額を変更する場合又は工期を変更する場合の取扱については、契約担当官等

の指示に従うこと。 

（キ）受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されれば、保険会社から支払われた保証

金は、会計法第２９条の１０の規定により国庫に帰属する。なお、違約金の金額が保証

金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。 

オ 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約に係る証券 

（ア）履行保証保険とは、保険会社が債務不履行時に、保険金を支払うことを約する保険で

ある。 

（イ）履行保証保険は、定額てん補方式を申し込むこと。 

（ウ）保険証券の宛名の欄には、「支出負担行為担当官東北農政局長 永井 春信」と記載す



るように申し込むこと。 

（エ）証券上の主契約の内容としての工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名

が記載されるように申し込むこと。 

（オ）保険金額は、請負代金額の１０分の１の金額以上とする。 

（カ）保険期間は、工期を含むものとする。 

（キ）請負代金額を変更する取扱については、契約担当官等の指示に従うこと。 

（ク）受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されれば、保険会社から支払われた保険

金は、会計法第２９条の１０の規定により国庫に帰属する。なお、違約金の金額が保険

金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。 

（２）（１）の規定にかかわらず、予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）第１００条

の２第１項第１号の規定により工事請負契約書の作成を省略することができる工事請負契約

である場合は、契約の保証を付さなくてもよいものとする。 

（３）その他 

保険証券等の電磁的方法による提出 

保証証書等（契約の保証に係る保証書若しくは証券又は前払金保証に係る保証証書をいう。

以下同じ。）の提出又は寄託に代えて電磁的方法（電子情報処理組織を使用する方法その他の

情報通信の技術を利用する方法をいう。）であって、金融機関等が定め、契約担当官等の認め

る措置（以下「電磁的方法による提出」という。）を行う場合は、受注者は、保証証書等の提

出又は寄託に代えて、電子証書等閲覧サービス（電子証書等を電気通信回線を通じて発注者

等の閲覧に供するために、電子計算機を用いた情報処理により構築されたサービスであって、

保険会社又は保証事業会社が指定するものをいう。）上にアップロードされた電子証書等を閲

覧するために用いる契約情報（電子証書等の保険契約番号又は保証契約番号をいう。）及び認

証情報（電子証書等の保険契約番号又は保証契約番号に関連付けられたパスワードをいう。）

を契約担当官等に提供し、契約担当官等が、当該契約情報及び認証情報を用いて当該電子証

書等を閲覧することをもって代えることができる。保証契約番号及び認証情報は、可能な限

り電子契約システムを介して提供すること。 

なお、保険会社の発行する電子証書等については、暫定的な取扱いとして電子メールを用い

て提出することができる。この場合の提出方法については、保険会社、契約担当官等に確認

し、指定された手順を踏むこと。



別添様式 

 令和  年  月  日 

支出負担行為担当官 

○○ ○○殿 

所 在 地 

名  称 

代表者名       （押印不要） 

通  知  書 

 
下記のとおり、建設業法第２０条の２第２項に基づき、発生するおそれがあると認め

る工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報を通知します。 

 
記 

 
工事名：                                     

 
□ 主要な資機材の供給の不足若しくは遅延又は資機材の価格の高騰 

（建設業法施行規則第１３条の１４第２項第１号） 

発生するおそれのある事象：（例）国際的な石炭価格上昇に伴うコンクリート価格の高騰 

上記事象の状況の把握のため必要な情報の入手先：（例）報道等のURLを又はファイルを添付 

※天災その他自然的又は人為的な事象により生じる発注者と受注者の双方の責めに帰することが 

できないものを記載 

 

□ 特定の建設工事の種類における労務の供給の不足又は価格の高騰 

（建設業法施行規則第１３条の１４第２項第２号） 

発生するおそれのある事象：（例）○○地震の復旧工事の本格化による交通誘導員の不足 

上記事象の状況の把握のため必要な情報の入手先：（例）報道等のURLを又はファイルを添付 

※天災その他自然的又は人為的な事象により生じる発注者と受注者の双方の責めに帰することが

できないものを記載 

以上 

 

その他連絡事項（空欄可）（自由記述：上記のほか工期等に影響を与えることが想定される情報等） 

 
                                         



 

（注）１．本通知書については、建設業法施行規則第１３条の１４第２項に規定する事

象が発生するおそれがあると認めるときに提出するものであり、当該事象の

発生するおそれが認められない場合は、提出を求めるものではない。 

 

２．本通知書を提出する場合は、落札決定（随意契約の場合にあっては、契約の 

相手方の決定）から契約締結までに提出するものとする。 

 

３．「上記事象の状況の把握のため必要な情報の入手先」欄においては、受注予定

者の通常の事業活動において把握でき、メディア記事、資材業者の記者発表あ

るいは公的主体や業界団体などにより作成・更新された一定の客観性を有する

統計資料等に裏付けられた情報を用いること。（一の資材業者の口頭のみによ

る情報など、真偽を確認することが困難である情報は除かれることに留意する

こと。） 

 

４．本通知書により通知した事象が契約締結後に顕在化した場合は、建設業法第 

２０条の２第３項により、請負契約の変更についての協議を受注者から発注者

に対して申し出ることができるが、当該協議については、本件工事の請負契約

の規定等（スライド条項の運用基準等を含む。）に基づき対応を行うものであ

ることに留意すること。 

 

５．本通知書を提出していない場合であっても、本件工事の請負契約の規定に基づ

き、請負契約の変更について発注者に対して受注者から協議を申し出ることが

できる。 

 












